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令和５年度 第１回静岡県立高等学校の在り方に関する基本計画策定委員会 議事録 

 

１ 開催日時  令和５年６月 20 日（火） 午前 10 時から 12 時まで 

 

２ 開催場所  県庁西館８階教育委員会議室 

 

３ 議  事  基本計画策定に向けた検討事項 ほか 

 

４ 出 席 者  委 員 長   村 山 功 

        副 委 員 長   永 田 奈 央 美 

        委   員   河 合 多 真 美 

        委   員   川 口 有 美 子 

        委   員   寺 島 明 彦 

        委   員   三 輪 高 太 郎 

（オブザーバー）     井 ノ 上 美 津 恵 

（オブザーバー）     仲 田 晃 弘 

（エキスパートオブザーバー）  田 中 一 也 

  

桑 原 室 長：  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第１回静岡県立高

等学校の在り方に関する基本計画策定委員会を開会いたします。 

 本日は、委員全員の御出席をいただいております。お忙しい中あり

がとうございます。 

 また、本日は本委員会のオブザーバーの井ノ上様にも御出席いただ

いております。ありがとうございます。 

 なお、その他のオブザーバーの皆様にはオンラインで御視聴いただ

いております。よろしくお願いします。 

 それでは、開会に当たりまして、池上教育長より御挨拶申し上げま

す。 

 

池 上 教 育 長：  皆さん、おはようございます。 

 本日は、御多忙にもかかわらず、当委員会に御出席をいただきまし

て誠にありがとうございます。 

 昨年度は、県立高等学校の在り方に関する基本方針の策定に関し

て、村山委員長、永田副委員長をはじめ皆様に御検討いただきまし

た。在り方検討委員会、そしてその下部組織としてのプロジェクトチ

ームの二段構えで大変丁寧に御議論いただいたことを誠にうれしく思

っております。 

 今年度は、その基本方針に基づいて基本計画を策定していくという

段階になります。第２段階に突入するということになります。 

 新たに立ち上げた本委員会での協議を通じて、内容により具体性を

持たせていきたいと考えております。 
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 世界中で猛威を振るった新型コロナウイルス感染症は、今年５月、

２類相当から５類ということで、日本においても位置づけが変わりま

した。今日も私を含めてマスクをしていない方のほうが多いかもしれ

ないという状況であります。学校現場におきましても、この３年間マ

スクをした日常でしたけれども、その様子がかなり変わっている様子

が見受けられます。 

 先日、私、県の社会教育施設に行ってまいりました。子供たちが食

事をする場面にも同席しましたけれども、パーティションもなければ

ごく普通に会話をしている様子を見て、その翌日から教育長室のパー

ティションを取り払うことにいたしました。だんだんと日常が戻って

きているなと感じます。 

 さて、その新型コロナウイルスは、教育現場にＩＣＴ活用の日常化

という思わぬ副産物をもたらしました。今朝、私どもの秘書スタッフ

とお子さんの学校行事の話をしたとき、宿泊研修に行って帰ってきた

のですが、その後、風邪で学級閉鎖になってしまったとのことでし

た。だけれども、早い段階でオンラインの授業に切り替えるというこ

とで、今日はオンラインで授業だそうです。ごく普通に話をする様子

を聞いて、もう学校現場はかなり変わってきているなと思った次第で

あります。 

 ＩＣＴを活用した教育活動は飛躍的に進化し、多様な学習ニーズに

合わせた学びの実現、オンラインによる遠隔授業の実践と、そういっ

た大きな変化が私たちにチャレンジと変革をもたらしております。 

 現在、国のほうでも高等学校教育の在り方について議論がなされて

おります。毎日のように新聞をにぎわしていることで皆様御存じと思

いますけれども、本委員会では静岡県ならではのアイデアや手法等を

ぜひお伺いできればと思っております。 

 今週末から６月議会が本県でも始まりますけれども、代表質問の中

でもこの県立高等学校の在り方に関する基本計画、基本方針というこ

とが質問で出てまいります。非常に関心の高いトピックになりますの

で、ぜひよろしくお願いいたします。 

 また、この会と並行しまして、各地区で開催している地域協議会、

こちらも基本計画の内容を地域の皆様と共有しながら話し合いを進め

てまいります。昨年度始めた地区では終盤に向けてどんな形でそれぞ

れ高校の在り方を考えていくかと検討の段階に入っております。 

 本日は、将来を見据えた県立高等学校の在り方について、皆様のお

考えをぜひ御教授いただきたいと思っております。誰一人取り残さな

い教育の実現に向けて、ぜひ忌憚のない御意見を拝聴できれば幸いで

ございます。 

 ちょっと蒸し暑いものですから、飲み物など適宜取っていただきな

がら議論に集中していただければと思います。 

 どうぞ本日はよろしくお願いいたします。 
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桑 原 室 長：  ありがとうございました。 

 それでは、お手元の本編資料１ページを御覧ください。右上に資料

１と書いてございます。 

 そちら、基本計画策定委員会の設置要綱となります。 

 本委員会は、本県の今後の高等学校の在り方に関する基本計画を策

定するため、今年度より新たに設置をしております。 

 これから議事に入る前に、本委員会の委員長並びに副委員長の指名

を行います。 

 委員会設置要綱の第５条２項に基づき、本委員会の委員長には、教

育長より村山委員が指名されておりますので、これからの議事進行は

村山委員長にお願いいたします。 

 また、副委員長の指名につきましては、第５条３項になりますけれ

ども、村山委員長より御指名をお願いします。 

 

村 山 委 員 長：  ただいま委員長を御指名いただきました村山です。よろしくお願い

いたします。 

 先ほど御説明がありましたように、第３項に従って、永田先生、副

委員長をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

永 田 副 委 員 長 ：  よろしくお願いします。 

 

村 山 委 員 長：  通例ですと、委員の方のそれぞれ自己紹介をしていただくことにな

っているのですが、基本的に前年度の会議のメンバーがほぼ一緒とい

うことで、資料の１枚めくった委員一覧を御覧いただいて、これで自

己紹介に代えさせていただきたいと思います。 

 そうしましたら、この次第に従って本日の議事を進行させていただ

きます。 

 最初に、資料の説明を事務局にお願いします。 

 

事  務  局：  それでは、よろしくお願いいたします。 

 恐れ入ります、資料１は、今、設置要綱ということでございますの

で、資料２ページ、資料２以降について御説明させていただきます。 

 今回の基本計画策定委員会につきましては、昨年度策定いたしまし

た基本方針、こちらをさらに具体化するということで、基本計画の策

定をしてまいりたいと考えています。そのために皆様の御意見をいた

だく委員会ということで今回設置いたしました。 

 ２の基本計画の策定の進め方というところにございますとおり、策

定委員会で議論をしたものを中心に地域協議会、また総合教育会議や

実践委員会、小委員会等とも意見の報告をしながら意見をいただき、

またこちらの委員会のほうにもフィードバックをさせていただくとい
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うことで進めてまいりたいと考えております。そこについては昨年と

同様ということになります。 

 委員構成につきましては、先ほど委員長から御説明いただいたとお

り、委員一覧ということで６名の方にお願いしております。昨年この

委員会に関与していた全ての方に委員もしくはオブザーバーという形

で入っていただいております。お忙しいところ大変ありがとうござい

ます。 

 策定委員会につきましては、議論すべき項目がかなり絞られている

ということ、また人数的にもあまり多いとなかなかその専門性が深め

にくいということもございますので、今回６名の方にお願いをしてお

ります。その他の方にはオブザーバーという形で委員会への出席も可

能といたしまして意見をいただきたいと考えております。 

 また、エキスパートオブザーバーという形でＮＴＴ西日本様から支

援をいただくということで１名入っていただいております。その他専

門的知見のある者、委員長等の御指示に従いまして適宜追加させてい

ただきたいと考えているところでございます。 

 続きまして、資料の３でございます。 

 今年度策定予定の基本計画についてのイメージでございますが、こ

れはまたつくりながら変わっていくところはあると思いますけれど

も、基本的にはこの「Ⅳ」の部分、「今後の県立高校の在り方」とい

うところについての議論をお願いできればと思っております。幅広い

形で様々な観点から御意見をいただければと思います。 

 後ほど御説明いたしますけれども、基本的な基本方針で設定した項

目、こちらを深めていくということになりますので、そちらに従って

の議論を進めてまいりたいと考えているところでございます。 

 なお、スケジュールは資料４にありますとおりでございます。 

 策定委員会自体は今回の第１回、また第２回を９月ということで予

定をしておりますけれども、その他オンラインや書面等で随時御意見

をいただくような形でぜひお願いできればと思っております。 

 今回につきましてはパブリックコメントを行いたいと考えておりま

すので、12月から１月、パブリックコメントを行い、その結果を踏ま

えて第３回の策定委員会において最終案の協議をしていくと、このよ

うな予定で考えているところでございます。 

 資料５につきましては、基本計画策定に向けた検討事項ということ

ですけど、これは後ほど基本方針の議論、何を議論するかという辺り

について改めて御説明させていただきたいと思います。 

 その他参考資料として添付しておりますのは、昨年度策定していた

だきました基本方針本体が７ページ以降についております。 

 また、その他参考資料といたしまして、様々なデータを集めました

別冊資料１、それから知事が主催しております「地域自立のための人

づくり、学校づくり実践委員会」の諮問を受けまして、そちらの下部
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機関であります「才徳兼備の人づくり小委員会」のほうで、子どもた

ちのウェルビーイングの実現に向けてということで、当委員会とも関

連するテーマの議論をいただいておりますので、こちらも参考につけ

ております。 

 また、別冊資料３につきましては、これは令和４年７月に取りまと

めましたけれども、「ふじのくに学校教育情報化推進計画」というこ

とで、ＩＣＴに係る計画も策定をしておりますので、こちらも参考に

添付しております。 

 資料の説明について以上でございます。 

 

村 山 委 員 長：  ありがとうございます。 

 皆様、お手元に資料はありましたでしょうか。 

 今の内容について何か御質問とかありましたらお願いします。 

 よろしいでしょうか。 

 次に、具体的な協議に入っていきたいと思います。 

 まず基本方針の内容を深める検討のポイントについて、事務局から

御説明をお願いします。 

 

事  務  局：  それでは、続きましてよろしくお願いいたします。 

 資料は５ページの資料５及びその次の６ページの別紙と書いてある

Ａ３のもの、こちらについて御説明させていただきます。 

 今回の基本計画について、何を検討するかということについてお願

いしたいものについてここにまとめてございます。 

 基本計画の全体的なつくりとしては、第三次長期計画の取組状況が

あり、こういった課題があるというところを踏まえて、見直しの方向

性（基本方針）まで、ここまで昨年度ある程度検討したというところ

でございます。 

 こちらにつきましては、また基本計画の策定の中で、例えば取組状

況であるとか諸課題、評価等については、我々のほうでさらに深めた

分析をしてまいりたいと思いますが、そちらも踏まえまして、前回議

論いただきました基本方針をさらに深めるということで４番に書いて

ございますとおり、基本計画については、基本方針で固めた基本的な

個別の項目について、これをより具体的な方向性を示していただき、

それをまとめていきたいと考えているところでございます。 

 ですので、本委員会では、個別の項目について、それぞれ現状、課

題、今後の基本的方向性について具体的な事項、補足する内容等につ

いての御意見をいただきたいと考えているところでございます。 

 では、具体的に別紙のところでございます。 

 別紙の左半分、方向性というのは、昨年様々な本当に御議論いただ

きましてまとめました基本方針の各分野の方向性、それぞれの例えば

共通というところでは、５つのポツがございますけれども、こういっ
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た方向性に沿って今後の高校教育を進めていくというようなことで御

議論をいただいたところでございます。 

 今回は、これをさらにここに書いてあります方向性をさらに具体化

していくというところをこちらの基本計画推進委員会での議論の内容

ということになってまいります。 

 それぞれの項目、全項目につきまして、それぞれ議論をいただきた

いと思っております。 

 特に右のほうには主な検討のポイントとして、参考になるようなポ

イント、意見出しを、意見の検討をするときのポイントとなるような

ことを参考にこちらのほうで書かせていただいております。 

 例えば学科等というところでございますと、共通というところを御

覧いただくと、県全体としてどういった学科配置が将来的方向性とし

て考えられるのか。具体的な学科やカリキュラムなどについては、社

会状況や生徒人数、様々な地域資源活用などの方向性を踏まえてどう

いったものが必要であるのか。ＩＣＴの活用の手法、今後どういった

具体的な手法を導入し、またそれに通ずる課題や対応はどのようなも

のか。魅力化・特色化のような事例を高校でかなりやっておりますけ

れども、こちらを効果的に発信するにはどのような方向があるかなど

などございます。 

 例えばそこで送ったことを全ての項目について記載をしているとこ

ろでございますので、こちらも参考に今回全般的な御意見をいただき

たいと考えております。 

 なお、その中でも太枠で囲んだところとそれ以外のところがござい

ます。 

 例えば、①の生徒の共生・共育以下のところにつきましては、その

主な検討のポイントの下に墨括弧があって、例えば共生・共育につい

ては、県としてのインクルーシブ教育システム推進の方向性の確立と

いうことが書いてありますが、まさしくこれについて今年度新たに庁

内組織を設置し、並行して検討していくというようなことを考えてお

ります。 

 その他、ほかにもここから下については、一番下の施設・設備を除

きますと、ほぼ全ての項目について、この委員会以外にも専門的な検

討をする場というものがありまして、そちらでも検討していくという

ことになります。 

 ですので、今回この委員会の中で御議論いただいたものも踏まえま

して、またそちらの専門委員会のほうにもフィードバックをしていき

たいと考えておりますけれども、そういったものもあるということを

一応頭に入れておいていただければと思います。 

 特に点線で囲んであります「才徳兼備の人づくり小委員会」という

のが、先ほどちょっと御紹介しましたけれども、こちらでは今回人口

減少を見据えた高等学校教育の在り方、特に主に小規模校を検討対象
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というところで議論をすると伺っております。 

 その他、誰一人取り残さない教育というようなこともここの委員会

では協議をするということで伺っております。 

 ですので、そういったところでさらに専門的な議論もありますの

で、そちらの小委員会で出た御意見などもこちらの委員会のほうでも

紹介させていただきながら連携して進めていきたいと考えているとこ

ろでございます。 

 ただ、意見につきましては全ての項目についていただけると幸いで

ございます。 

 そして、一番上の黒括弧で囲んである学科等という部分ですけれど

も、恐らくここが今回の議論の最もキーになるというか、最も深めな

ければいけない部分だと思っておりますが、ここについてはこの墨括

弧の検討組織というのはありません。ありませんので、この委員会で

の検討のみと、現時点ではそういうふうになっております。 

 これにつきましては、今回御議論を全般的にいただいた後、特に非

常にここについては専門的な御意見をいただきたいと考えております

ので、今回議論いただいたものを踏まえまして、さらに第２回策定委

員会でも重点的な協議というものをさせていただきたいと考えており

ます。 

 ですので、こちらはもう一回改めて今回の協議プラスアルファで協

議させていただくということで御承知おきいただければと思います。 

 私からの説明は以上です。何とぞ御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

 

村 山 委 員 長：  ありがとうございます。 

 今の説明について、何か質問とか確認したいことがございますか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、昨年も方向を決める委員会に皆さん参加されていたので

大体感じは分かると思うんですけど、取りあえずここでとにかくいろ

いろな意見を出していただいて、事務局のほうで引き取っていただい

て、一つ案としてつくり直したものをまたここでもう一回議論すると

いう形で進めたいと思いますので、あまり我々自身の整合性とか実現

性とか考えないで、まずは思いつくことをどんどん言っていただけれ

ばと思っています。 

 また、今回別冊資料で２、３というふうな形で他の組織との関係も

いろいろありますので、前回は方向性を考えるということなので、割

と財政以外では自由に考えることができたわけですけど、今後は県全

体のいろんな施策との整合性も考えなくてはいけないのですけど、そ

れも我々ではなくて事務局のほうで考えていただくということで、と

にかくいろんなアイデアを出していただくというふうな形で進めたい

と思います。 
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 １点、オブザーバーの方の発言ですが、基本的には最後に時間を取

ってお話ししていただくということを考えてはいますが、ここでやっ

ぱり意見があるよということがあれば、私としてはいろいろ議論の幅

を広げるために発言していただいてもいいと思っています。皆様もそ

れでよろしいですか。 

 ありがとうございます。 

 そうしましたら、今ここにいらっしゃる井ノ上さんも、ネットで参

加されているオブザーバーの方もここでちょっと自分の意見を言いた

いという話がありましたら、ぜひ御発言いただきたいと思います。 

 ここに別紙資料にありますように、検討のポイントに従って進めて

いきたいと思いますけれど、先ほどお話がありましたように、全体が

生徒、地域、教育基盤と分かれていて、生徒の中の学科等に関する部

分が我々が特に議論しなければいけない部分ということになっており

ますので、まずここのところで中心的に議論を進めたいと思います。 

 学科等について、皆さんから何か御意見があればどんどんいただき

たいと思いますけど、そうでなければこちらの意見聴取表に従って指

名等々をさせて、説明いただきたいと思っております。 

 それでは、お願いします。 

 そうしましたら、議論を組み立ててしまうのもあまり面白くないと

は思いますが、最初に大枠のほうのお話からさせていただきたいかな

と思います。 

 意見聴取表を見せていただくと、１つは県の教育行政のゴール設定

の話、全体像はやっぱりどうするのかという話と、寺島委員が書かれ

ている、あと三輪委員から出されているような人口流出等々の関係を

考えたときに、どのような教育を考えていかないといけないかという

ような御指摘がありますので、最初に寺島委員のほうから説明いただ

いてよろしいですか。 

 

寺 島 委 員：  ありがとうございます。 

 清水東高校の寺島でございます。よろしくお願いします。 

 私が書かせていただいた県の教育行政のゴール設定って大げさな言

い方になってしまうのですが、実は今のいろいろな計画の中に、高校

はこういうところの力を伸ばしていってほしいということが明記され

ておりません。それで、令和４年度に各高校はスクールミッションを

設定して、教育委員会がそこをさらに後ろから支えてくださったので

すけれども、各学校ばらばらでいろいろなことは言っています。で

も、静岡県の高校生としてこういった力をつけていって、そしてこの

自分たちの生まれ育った静岡県を出ていってしまう生徒も数多くいま

すが、残っていく生徒もおりますし、また将来戻ってくる生徒もいる

と思いますが、そのときにどんな武器を持って、どんな力を持って帰

ってくるのかというような、そこのところをまず示していただくと、



10/35 

この学科をどうしていくのか、それから普通科がどうなっていくの

か、専門学科がどうなっていくのかということの方向性が見えるので

はないかなと思いまして、このようなことを書かせていただきまし

た。ありがとうございます。 

 

村 山 委 員 長：  ありがとうございます。 

 今の御発言について、今事務局に聞いて、お答えしていただくこと

はできますか。 

 

事  務  局：  静岡県で「有徳の人」の育成ということで教育行政の基本方針、大

綱にも書いてあるのですけれども、その「有徳の人」を育てるための

方策としてそれぞれ柱が立っており、それに付随して各学校の取組と

いうのが成り立っているわけですけれども、今おっしゃっていただい

た、高校ではここを伸ばしてほしいというふうな記載がないというと

ころの御意見を伺いますと、ちょっとそこら辺がまだ具体性に欠ける

のかなというふうな、感想ですけれども、思いをしました。 

 

村 山 委 員 長：  ありがとうございます。 

 そういう意味では、そこについても我々も自分らで考えないといけ

ないのかなという感じなのですけど、それに関しては先ほど言いまし

たけど、三輪委員のほうから流出の関係の話が、それは寺島委員のほ

うからも出たのですけど、ちょっとその辺りのことをここの御意見を

説明していただけると助かります。 

 

三 輪 委 員：  私は、今浜松で会社を経営しているのですが、本当に今人が採れな

い、どこの会社さんも物すごい苦労しています。 

名古屋とか愛知とか、学生が出ていってしまうと本当に戻ってこな

くて、ここ最近ちょっと異常なのですけれども、初任給の設定など

も、もう東京の企業の初任給はめちゃくちゃなのです。浜松ではその

初任給は出せないなと。例えば今まで21、22万だったのが、東京のあ

る企業が28万とか30万という１年目の子に対して提示をしている企業

が結構あって、学生は当然そっちへ行ってしまうので、そういったこ

とから非常に今県内企業は苦しんでいます。 

 あと、今多分いろんな商業高校、工業高校に関しても、多分大学さ

んも必死で、企業も必死ですが、いろいろな私学の大学さんが多分一

生懸命で、指定校推薦の枠が多過ぎて、企業からも求人がいっぱい出

ています。大学も指定校推薦で、結構今までだったらその高校から

は、例えばある高校は４割が進学、６割が就職というのが、それが今

ちょっと逆転し始めていて、少子化でということで、僕が望むのは工

業高校とか商業高校というのはもう即戦力として多分いろんな授業と

かもやられているんで、ぜひ地元の企業に就職してほしいなというこ
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とでこういったことを書かせていただきました。結構それぞれの高校

の先生ともお話しするのですが、昔より求人の数が多くて、先生もど

ちらかというと生徒に任せてしまっているのです。これだけ来ている

から、あなたたちは好きなところへ行けばいいよと。学生も来ている

求人をエクセルなどで初任給と年間休日をさあっと並べて、だからう

ちへ入った子も何をやっているか分からないけど、給料と年間休日で

入ったとかと、そういった子が結構多いものですから、そういったも

うちょっと企業に対する教育というのをしていただければいいなとい

うことを感じております。以上です。 

 

村 山 委 員 長：  ありがとうございます。 

 今みたいな話を伺って、皆様は何か御意見ありますか。 

 河合さんいかがでしょうか。 

 

河 合 委 員：  私も企業の代表でここに参加させていただいていますので、企業の

立場から、今、三輪さんの話を聞くと、まさに当社も同じことが言え

ようかと思います。 

 例えば、少し話がそれてしまうかもしれませんが、就職先を決める

ときに、さっき先生方の関与が少し薄いのではないかというようなお

話も出ましたけれども、成績順に希望を取っていく節があって、企業

は決してそこだけを重視しているわけではなくて、いろいろな人間性

であるだとか、あるいはいろいろな活動を通したリーダーシップであ

るとか、そういったところも非常に重要視するポイントなのですけれ

ども、残念ながら推薦で企業に来ていただく方がどうしても透明性の

観点とかいろいろなことで成績順になっているというようなことが少

し残念に思ったりします。もう少し自由競争をしてもいいのではない

かなというようなことは日々感じるところです。 

 ちょっと話がそれてしまったかもしれませんけれども、私がここに

書いたことを申し上げたいと思います。皆さん専門の方ですので、県

立高校と私立高校の違いは当然よく御認識されているかと思います

が、私にはそういったところについてあまり見識がないので、自分な

りに県立高校と私立高校って一体何が違うのだろうというようなこと

で考えてみたのですが、これも当たり前のことかもしれませんが、県

立高校はもっと静岡県というものを意識するべきだと思っていて、私

立高校はある程度それ単独で魅力を検討すればいいのに対して、県立

高校というのは公立間の連携も含めて、静岡県というものをもっと意

識しないといけないので、静岡県の特色であるとか、あるいは他県に

負けないところという、そういう静岡県の特徴をもっともっと県立高

校の中にも落とし込んで、今後の方向性というのを決めていきたいな

あ、それが県立高校の役割でもあると思います。公立間の連携がどれ

だけできているのかというのは私も十分把握できていないのですが、
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もっともっと静岡県立というようなところの連携というのを深めて、

お互いに足りないところを補い合ったりとかする協業による発展とい

うものをもう少し意識できるといいのかなと思って、それ以降のとこ

ろにはそうしたことを意識したコメントをさせていただきました。 

 

村 山 委 員 長：  すみません、そこについてちょっとだけ私から伺いたいのですが、

高校間が何か具体的に連携するということのイメージが逆に私のほう

は持てないのですけど、どんなイメージなのでしょう。 

 

河 合 委 員：  ありがとうございます。 

 これ、できるできないという実現性はさておき、例えば割と今まで

の国語、算数、理科、社会というような教科だけではなくて、もう少

しいろいろな将来につながるような教科というのを取り入れていくと

いいかなと思うのですけれども、１校だけでそれを全て賄うというの

は恐らく無理な話なので、例えば、遠隔地でもＩＣＴなどを使えば、

何々高校ではこういう教科をやっているから、そこにエントリーする

ことで、自校でやっていない教科などについても学ぶ機会をつくると

かということが最近のこのオンライン化の流れを組んで、あるいはそ

の公立間の連携というものを深められるのではないかなということ

で、そんなことができるかどうかはさておき、一つのアイデアとして

はあり得るのかなということで書かせていただきました。 

 

村 山 委 員 長：  ありがとうございます。 

 ＩＣＴを使って、自分の学校で開けない科目について生徒がいろい

ろ選べるようにという話はほかにも書かれた方がいらっしゃったと思

います。何かそれについて御意見ある方、ぜひお願いします。 

 たしか北海道とかの事例もありました。 

 よろしいですか、では、川口委員お願いします。 

 

川 口 委 員：  失礼いたします。川口でございます。 

 たまたま今年の２月に北海道教育委員会の高校教育課にお邪魔する

機会があって、ただ詳細を伺ったわけではなくて、高等学校遠隔授業

配信センターというものをつくりましてというお話を伺って、多少の

情報はいただいてきました。結局北海道のような、あそこまで広域

で、でも小規模校もいわゆる僻地でも残さないといけないといったと

きに、どうやって生徒が学びたいと思っている科目について手当てを

するかといったときに、実際人を送るのはなかなか難しいので、こう

いった配信センターのような、要は拠点を設けてそこに専従の先生も

置かれて授業を配信するようにすることで小規模校も維持できるし、

生徒も学びの保障も実現できるということで、非常に売り込んでおら

れたというかアピールされていたのが非常に印象的でした。静岡も割
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と結構地理的にも、もう伊豆半島のほうから浜松のほうまで広域です

し、中山間地域も抱えていますので、その規模感とかそれぞれ北海道

どおりではなくても、こういう配信センターのようなものを置くこと

はそんなに困難なことではないと思うので、実現に向けてぜひ検討を

進めていただければいいのかなと思った次第です。 

 これまで意見を伺わせていただいて、寺島委員がおっしゃった県の

教育行政のゴール設定というところと重複するかと思うのですけど、

やはり今高校進学率が、ついこの間まで98％と言っていたのが、もう

99にどうもなったようなんですね、学校基本調査とかなどによると。 

 中学卒業後99％の子が高校に進学するという実態、現状の中で、改

めてこの時代に高校教育とは何なのか、何をしなければいけないのか

ということをもう一回きちんと考えた上で、静岡県立高校としては何

をやっていくのかという、静岡県立高校像みたいなものを一方で考え

ていかないと、何か小手先でじゃあ学科を変えますとかＩＣＴで授業

を配信しますというちょっと技術論に陥ってしまうことに私はちょっ

と危険性を感じておりまして、やっぱりこの99％の中学３年生卒業後

進学するという実態をきちんと踏まえた上で、結局、要はもう本当に

多様な子供たち、いろんな特性も含めて、本当に多様な子たちが高校

に進学しているという現状をきちんと私たちは受け止めた上で静岡県

立高校像というのを描きつつ、じゃあ技術的にどうするのという話に

していかないといけないのかなと思っております。 

 

村 山 委 員 長：  ありがとうございます。 

 そうしたとき、他の都道府県で、例えばそういう県立高校像みたい

なものを持っているところってどこか御存じですか。 

 

川 口 委 員：  高校像というネーミングかどうかはさておき、今結局各地で再編整

備などを進めている中で、本県としてはこういう現状があり、でもこ

ういう部分はやっぱりきちんと保障したいのでという意思表明みたい

なものはいろんなところで見受けられると思うので、あるいはこちら

の静岡県の場合は、「才徳兼備の人づくりという小委員会」も同時に

走っているようなので、決してゼロとは言いません。多分何かしらも

う考えられているものがあったり、私たちもそれを参照してちょっと

加筆修正のようなことはできるのかもしれませんけれども、そんなイ

メージです。 

 

村 山 委 員 長：  ありがとうございます。 

 それについて、まだ何か御意見いただけますか。 

 いいですか。 

 

永 田 委 員：  ありがとうございます。 
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 今、川口委員がおっしゃっていたことがまさにＩＣＴの活用におい

ても同じことが言えまして、だんだん各県におけるＩＣＴ活用の特色

が見受けられるようになってきました。 

 そして、お近くの愛知県はサーフェスというデバイスに統一したも

のの、各校でばらばらだとか、岐阜県は連携が非常にうまくいってい

るとか、大阪は近畿の附属高校が頑張っているので、それについてい

って全国の中で一番進んでいるよとかという特徴が見受けられます。 

 そういった中で静岡県ってどういうふうに見られているかといいま

すと、正直ばらつきが激しい県だと言われています。 

 その理由として、各校に基本は活用の仕方を委ねているというとこ

ろがありまして、その結果使っているアプリもばらばらだし、管理し

ている、配信しているアプリもばらつきがあると。結果、温度差が非

常に激しいなあというところがあります。 

 なので、これから教育のＤＸというものを進めていく上でも一度一

元管理をしていくということも必要ですし、統一化することが必要だ

と思うのですが、それに当たって静岡型ＬＭＳを進めましょうという

動きもあるので、ここで早いうちに統制する、統一するということが

重要だと思います。 

 それがうまくいっている県というのは、配信センターをつくったり

とか、あとは教育委員会が研修会を実施して、各県にどういった活用

をすべきかということを何度か職員研修をしたり、または保護者を集

めて子供と保護者が各家庭でどのようにＩＣＴを活用すべきかという

研修会を教育委員会がしたりとか、そんなことをしていくことによっ

て連携や統一が進められているところもあるので、ぜひ静岡県もそう

いったところを積極的に取り組んでいきたいなと思っております。 

 

村 山 委 員 長：  ありがとうございます。 

 別に私がまとめる必要はないとは思うのですけど、取りあえずこう

いうことを考えるときに、他の都道府県がどうしているかみたいな話

とか、あるいは静岡県で、高校を含めていいのですけど、教育につい

てどういう方針を持っているかとかということに関して、我々はやっ

ぱり知らないことが多いので、できれば次回のときにちょっとそれを

用意していただけると助かります。静岡県として教育についてどうい

う方針で、例えば特に高校についてはこういうふうなことがどこかで

言われているよみたいな話の整理と、それから必ずしもその枠の中だ

けで考えるというつもりはないのですけど、でも一応知っていたほう

がいいと思うので、あと昨年は文科省のほうで高校教育についての会

があって、幾つかの地域の事例紹介とかされていて、北海道とか長崎

の配信センターの話とかもその中で出てきていたと思うのですけど、

ちょっとそういった形の他県の動向もちょっと横にらみできると考え

やすいかなと思いますので、何か仕事を増やしてしまって申し訳あり
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ませんが、できればちょっとそれを御用意いただいて、事前に送って

もらえると助かるかなと思います。 

 この件についてはいかがですか。 

 よろしいですか。 

 

河 合 委 員：  同感です。 

 すみません、勉強不足な自分が悪いのですけど、今村山先生がおっ

しゃったように、ちょっと他県の情報があまりにも乏しいので、自分

たちはやっぱり立ち位置といいますか、ベンチマークが何かあったほ

うが議論を進めやすいし、いい取組は徹底的にまねるというようなこ

とも決して悪いことではないと思うので、そこからまたさらに特色が

出せればいいのかなと思います。 

 なので、ぜひ他県の情報でしたり、あるいは静岡県が今学力的にど

ういうレベルにあるからとか、他県に行く人の割合がどれくらいなの

かという事実がもう少し知りたいなと思うので、自分で調べなくては

いけないところではありますけれども、そういった情報をいただける

とありがたいです。 

 

村 山 委 員 長：  ありがとうございます。 

 違う話題でも結構ですので、もし何かあればと思います。 

 お願いします。 

 

寺 島 委 員：  共通のところにも書いたのですが、魅力化とか特色化のことを各学

校が今一生懸命やっていますが、実は高校に入学してくる生徒の学力

が少し下がっているのではないかというデータがあります。 

 清水東高校、例えば浜松北高校、静岡高校と進学指導連絡会という

かなり学力の高い学校のチームで集まって検討会を年に４回ぐらいや

っています。 

 その中で、その連絡会メンバーの学校の英数国の学力がここ数年だ

んだん下がってきている。新課程になってそれが結構目立つようにな

っているよねというような情報をいただいております。 

 本当に頭を悩ませて、学力ベースでその後アカデミックなところに

進学をしていくためのスタートが今つまずいてしまっている可能性が

あるものですから、その辺りを何とかしていかなければなと各学校は

頑張っているところですが、トータルとしてどんな状況であるのか、

それからどんな策が必要なのかというのも、この高校の魅力化という

ことを考えていく上ではどうしても必要なことかなと思いましてここ

に上げさせていただきました。 

 

村 山 委 員 長：  ありがとうございます。 

 これに何か付け加えたいという方、いらっしゃいますか。 
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三 輪 委 員：  僕らの時代の偏差値50と今の子たちの偏差値50というのは多分10ぐ

らい差があると思います。 

 大学生でも、僕らが入社試験で筆記試験、超簡単な読み書き、計

算、漢字を出題しますが、スマホの関係かもしれませんが、年々どん

どん右肩下がりで、また、公立高校の学力調査の合格ラインも、僕、

昔塾の先生やったものですから、そういうのを見るのが大好きなので

すよ。すごく下がっています。だから当時、僕の時代はこの高校は

250点満点中190から200ないと入れない高校が今120点で入れるとか、

もう学力の低下は多分やばいくらいだと思います。 

 なので、本当に今入社試験を見ても酷いです。大学生でこのレベル

でよく単位が取れたなと思います。そこは何とかしていただきたいな

と思います。 

 なので、今入社してからの研修が結構大変ですね。すごくみんな大

人しく聞いて、コロナ禍で多分みんな大人しく生活していて、研修期

間の態度はいいのですけど、定着度テストをやると全然できないで

す。そこら辺は高校じゃなくて、多分、小・中の問題だと思います

が、個人的に感じております。 

 

村 山 委 員 長：  結構重い問題なので、どこにどう話を持っていけばいいのかがちょ

っとよく分かりませんが、関連して何か言いたい方はいらっしゃいま

すか。 

 何でもＩＣＴに持っていくのはまずいとは思いますが、大学のほう

でもコロナで休講というか、対面授業ができなくなったときに、数学

とか物理とかの基本的な事項に関してはオンラインでやったほうが学

生も個別に質問できたりとか、ちゃんと問題を解かされて成績をつけ

られてから次の授業を受けに行くみたいな形になって、きっちり勉強

するようになったという話もあるので、そうした仕組みも必要なのか

なとも思っています。あと単純に学力というのではなくても、新しい

ことをどんどんこれから高校生は学んでいかなければいけないと思う

のですけど、そのときに多分数学とかは絶対要るので、そういった力

はやっぱりつけてほしいなとは思っています。 

 ちょっとこれとは違う文脈で言おうと思っていたのですけど、例え

ば磐田のほうでメロンをスマート農業で作っているとかという話があ

ります。そうすると、農業をやっている人がそういうセンサーだとか

ＡＩだとかとやっている人たちと組んで仕事をしなくてはいけない

し、逆にそっちの仕事をやっている人たちも農業という場で自分たち

のやっていることを生かしていかなければならないので、就職したと

きに他業種との連携ってすごく大事なことだと思うのです。 

 そういうことって、高校のうちに実際にじゃあスマート農業をやっ

てみようといったら、工業高校と農業高校の子が一緒になって何かや
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るとか、売上げのデータを分析するので、やっぱり商業の子と工業の

子が組んでやるとか、そういういろんなことがあってもいいなと思っ

ているのです。 

 そのときにやっぱりある程度基礎的な学力がないとお互いに話がで

きないとは思うので、そういったことも含めてちょっともう少し底上

げは必要かなと思っています。 

 ただ、それとは別に他業種との、多職種との連携の仕方みたいなの

を子供たちが身につけるのはすごく大事なことだと思っていて、そう

いう意味で総合学科は割と期待しているところがあって、例えばデザ

イン一つ取っても、何かデザインを工夫するだけでさっきの話がすご

く格好よく見えるようになったよねということって、実際に目の前で

自分のものをよくしてもらってみないと分かんないところがあるの

で、そういうふうな教育の仕方、だから総合学科だったら自分たちの

中でできますけど、そうでなかったらほかの高校と連携して、そうい

うちょっとプロジェクトっぽいような関わりはやってもいいのかなと

思っています。 

 ちょっと脱線しましたが、別に結論を出す会議ではないので、とい

うか少なくとも今回は結論を出す回ではないので、何か思いつくこと

をどんどん言ってもらっていいと思います。特定の普通科とか専門学

科とか定時制とかに話を広げていただいても結構ですので、ぜひ御意

見いただきたいと思います。 

 そういう意味で、通信制の高校は県立よりも今私立のほうが圧倒的

に多いですよね。だから、役割分担でもいいとは思うのですけど、先

ほど川口委員がおっしゃられた高校進学率が増えているということの

背景の一つに、以前だったらもう専門職に就くので、例えばスポーツ

だとかそういったので行くので、別に高校へ行かなくてもというよう

な子供たちが、取りあえず高校卒業資格が欲しいので通信制で通うけ

ど、実際にはもうスポーツのほうばかりやっているみたいな生き方も

許容されるような仕組みにはなっているんで、そういったことを県が

やる必要があるのかどうかというのもちょっとありますが、県立高校

で通信制高校をつくるというのもちょっと考えてもいいかなとは思っ

ています。通信制高校について何か御意見とかあります。 

 

寺 島 委 員：  私、前任が静岡中央高校で通信制を持っている学校だったものです

から、学びの意欲というのは実は通信制の生徒というのはかなり高い

ものを持っています。 

 ただもう一つやはりやりたいことがあって、それでフルタイムで学

校に通うことが難しい、それからもしくは何らかの特性が強くて、大

人数の中でやっていくのが難しいというような生徒が意欲的に学んで

おります。 

 静岡中央の場合には、中央キャンパスが静岡市内にありまして、そ
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れから東部キャンパスが三島にあり、それから西部キャンパスが新居

高校の中にあります。伊豆半島の生徒たちは東部キャンパスで週に２

回スクーリングがあるものですから、伊豆の子たちも週に２回だった

ら何とか三島まで行けるということ、それから自宅での学びもできる

ということで、数多く来てくれています。 

 それに対して私立の広域通信の場合には、私、固有名詞までちょっ

と正確には把握していないものですから言えませんが、非常に丁寧な

指導をしている学校さんと、それから生徒を集めることが第一で、そ

の後のことについてはなかなかなさっていないですよねという、その

差がかなりあります。 

 中学校さんが今高校進学のところできちんとその指導をしてくださ

ってよりよい質的なものも担保できている学校に行ってくれれば99％

の進学率というのが本当に99％高校での学びを達成したということに

なると思うのですが、残念ながら、学びからかなり離脱している通信

制も多いものですから、その場合には先ほど三輪さんがおっしゃって

いた学力というところの担保が高校卒業のレベルに達していないとい

う生徒がかなり多くいるのではないかなという心配をしています。 

 

村 山 委 員 長：  大学の通信制も同じようなことを言われていて、やっぱりきちんと

やっているところとそうでないところの差が激しいというふうに言わ

れていて、だから例えば高校の情報の免許を出すのも国立の大学でど

こかちゃんとしたレベルの通信制を１個つくって、駄目な私立の通信

制は淘汰するようにというようなことを言われたりもしているので、

そういう意味ではやっぱり一定レベルの教育を提供できる通信制があ

るというのはすごく大事なことだと思うので、もう既にやられている

わけですね。 

 通信制について何か御意見ありましたらお願いします。 

 

川 口 委 員：  意見聴取表にも書かせていただきましたが、近年夜間中学校という

のがよくつくられるようになって、たしか菅首相のときに全都道府県

必ず１校はつくりなさいみたいな指示があったので、鳥取県でも来春

１つ県立の夜間中学が開校します。夜間中学についていろいろ調べた

ときに、高校の定時制とか通信制との違いについて、学ぶ内容は中学

校段階なのですが、でも実際高校の定時とか通信制に来る生徒さんた

ちの学力といったときに、中学レベルの基礎学力が身についていない

ので、中学校レベルのことを高校という教育機関で教えているなんて

いう実態も一方であって、何かこの夜間中学校というものと高校の

定・通の課程の線引きが何かだんだん曖昧になってきているような実

態が進みつつあるのではないかなというのをちょっと感じているとい

う、話題提供というか、ただ自分の感想です。 

 一方で、この前ちょっと何かインターネットの新聞記事でしたけ
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ど、夜間中学校を卒業した生徒がまたさらに学び続けたいといったと

きの進学先候補になることが多いのがこの定・通なんですって。いわ

ゆる全日制の高校に行くのではなくて、やっぱり自分の学びにスタイ

ルが合うというのが定時とか通信、いわゆる全日制ではない、自分の

ペースで学べるというところで、だから高校の定・通もやっぱり必要

なんだなという認識は改めてしたところなのですけれども、そんなこ

とを思ってこの欄では書かせていただいた次第です。 

 

村 山 委 員 長：  義務教育の場合はどうしても地域の子供たちがみんなそこに来ると

いう前提なので、学校でいろんな子供たちを支えるということで、特

別支援学級をつくったりとか、いろんな仕組みをつくって、とにかく

地元の子供が必ずそこの中学校なら中学校へ通えるようにという仕組

みになっているのですが、高校の場合はどちらかというと割と学校ご

とに役割分担みたいな形で、自分が合っているところに行きましょう

みたいな形にはなっているので、そういう意味ではそういうふうな

定・通の中学から高校にというふうな形の行き先があるというのはす

ごく大事なことだと私も思います。ただ、夜間高校はそんなに今定員

はいっぱいにはなっていないですよね。 

 多分私の教職大学院の院生が非常勤で行っていましたけど、十何人

と言っていたかな、という形なのでそんなに多くはありません。ただ

お互いに交流するというのが苦手な子供たちが来ているので、一斉授

業のような形でもなるべく話し合ってみたいな形の授業ができないの

で、そこのところ、意見を交流させるためにちょっとＩＣＴを使って

やっていたようです。受入れ先があるのはすごくありがたいのです

が、そこで生徒の力をちゃんと伸ばせる仕組みになっているといいな

とは思っています。 

 

寺 島 委 員：  先週、定通校長会というのがありまして、静岡県内の定時制の学校

について情報交換をいたしました。 

 教育委員会の方々も皆さん御存じのことだと思いますので、代わり

に私が言うのも申し訳ないのですが、西部地区はまだ生徒数が多いも

のですから、西部地区の定時制は実は40名募集、入試をやると不合格

者を出さざるを得ないような、そんな状況で、特に磐田地区、浜松地

区というのはそのような状況になっています。 

 ところが、生徒数が少なくなっている中部地区ですとか、それから

東部地区になりますと、全日の学校でもまだ余裕があるといいます

か、定員に満ちていないものですから、定時制に来る生徒というのが

すごく少なくなっております。 

 私、二十数年前にも清水東高校の全日に勤務していました。その頃

は清水東高校、定時制が２クラス募集をしていまして、40人をはるか

に超える五十数名の生徒が毎年入ってきていましたが、今は10人ぐら
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いという入学者になっております。大体、東部、中部の定時制はその

くらいの人数になっておりますので、集団が苦手という生徒にとって

は非常にいい環境なのですけれども、競争の中で何かを育むというの

はちょっと難しい状況になっております。 

 

河 合 委 員：  定時制と通信制の話ですけれども、これについてもいつも何か頭に

つけちゃって申し訳ないんですが、実態を十分理解できていないの

で、今何人ぐらいの方がいて、どういう理由で定時制とか通信制を選

んでいてというようなことが、そういう背景が分からない中でのコメ

ントなので恐縮なのですが、昔は定時制というと、自分で学費を稼ぎ

ながらしか勉強を継続できない人の窓口といいますか、そういったと

ころの救済措置だったりというような役割があったと思いますが、今

はその学費が免除されたりとかがあって、あまりそういうふうな活用

の仕方をする方は減っていてなのか、あるいはほぼなくて、むしろ学

校に行くことが困難者の受入れというのが主な理由になっているのか

なと想像します。 

 ただ、そういう人たちだけを別に扱うということももちろん救済措

置として大事なのかもしれませんが、できるだけそういった人たちを

包括していくという、これは後の特別支援学校のところのコメントで

もしたいのですけれども、世の中をそういうふうにうまく活動できる

人とできない人というふうに分けて考えるのではなくて、できるだけ

一緒に考えるという観点でいくと、今のオンライン授業などを活用し

て、今までは夜ひっそりと勉強しなきゃ、なかなか昼間の学校に行け

なかった人もオンラインでの授業に参加することによってみんなが何

とか同じ場で学ぶというようなことにシフトしていけないのかなとい

うふうにも思いました。 

 だから、全てなくしてしまえばいいということではなくて、もしそ

ういう理由、要は昼間の人たちと対面でなかなか授業が受けられない

ということが主な理由だとすると、そういうような持っていき方もあ

るのかなと思います。 

 

村 山 委 員 長：  確かに、高校は結局そういうふうな形で、それぞれみんな自分の進

む道があるでしょというふうな形で分かれていく。それぞれに受入れ

先があればいいよねという形で、どちらかというとつくられていると

は思うので、最終的にみんな一緒になりましょうというふうには多分

つくっていないのではないかと思います。中の学校と学校ではいろん

な工夫されているとは思いますが。 

 それは確かに大事な論点だと思うのですが、どう考えればいいのか

がよく分からないところがあります。でも大事なことなのでちょっと

残しておきたいなと思います。 

 そのほかこの高校の生徒の前半部分で何か御意見ございますか。 
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 では、その後の残りの共生・共育、公私連携、入学者選抜等につい

て、御意見ありましたらお願いします。 

 

寺 島 委 員：  共生・共育のところでは、今教育委員会の皆さんがきっとすごく頭

を悩ませているところだと思います。定員内不合格のところが、他県

の場合には適格者主義という高校の原則を超えて、ある希望を持った

方は受け入れなさいというような強い指示をしているところがありま

して、県内もそれに呼応する方がいらっしゃって、県立ではありませ

んが公立高校でかなり御苦労をされているというような話を聞いてい

ます。 

 今、県立学校、公立学校のほうが定員を割れているような状況です

から、競争試験をやって1.0倍を超えていれば、例えば何らかのハン

ディキャップを持った方が高校の選抜試験のところで、残念なことな

のですけれども合格できないというような状況はあると思いますが、

その辺りの設定をどうしていくのかということ。それからもう一つは

特別支援教育のところで、国連がインクルーシブな状態では日本の場

合にはないから、特別支援教育というのを考え直せというような強い

御指導をされているものですから、この辺りが今後の高校の立ち位置

に大きく影響してくるんだろうなということを感じています。 

 

村 山 委 員 長：  この件に関しては、先ほど御説明いただいたように、新たに庁内組

織を設置して専門的に検討されるというふうな形になっていますの

で、基本計画の中ではそちらのほうである意味お任せする形になると

思います。ほかに何か御意見がありましたらお願いします。 

 

川 口 委 員：  私、書かせていただいたのは、まだ静岡県にはないと思うのですけ

ど、高等特別支援学校の開校といいますか設置について、何かつくっ

たほうがいいよねという話になっているのか、そもそも全然こんな話

がないのか、ちょっと教えていただけたらなと思います。ちなみに、

調べましたら今全国には約100校、高等特別支援学校がございます。

特別支援学校の高等部ではないです。御存じかと思いますが。 

 鳥取にも県立で１校ありまして、どちらかといったら障害の程度が

軽度の生徒さんが受験を経て入ってきて、かなり就労に向けたトレー

ニングができるので、いわゆる学校から職業への移行も大分スムーズ

にできているということで、結構就職先でも定着してくれて、公務員

の障害者枠で入られる生徒さんとかもいるようです。また高等部とは

違う学校種といいますか種別になりますが、何か静岡県の高等特別支

援学校に関して情報があればお聞きしたいと思いますが、いかがでし

ょうか。 

 

事  務  局：  すみません。 
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 私が教育委員会に来て３年経ち、現在、学校教育を担当しておりま

すが、高等特別支援学校というカテゴリーで議論をされたことは本県

ではございません。 

 本県の特別支援学校には、本校の高等部と分校がございます。本校

の場合は、かなり障害の程度が重い方をそのままお預かりするという

ことで、進路としても特別支援学校から来られる方、そのまま中から

上がる方というのが多いのですけれども、分校については共生・共育

を推進するということで、県立高校に分校を置いて教育活動を推進し

ております。生徒の進路、つまり、どこから来るかということです

が、特別支援学校から来られる方もいらっしゃるのですけれども、知

的障害の程度が軽い方が多く、中学校までは通常教育だったけれど

も、高校では特別支援学校の分校を選ぶという方も結構いらっしゃる

ので、地域の支援機関などと協力し、その学びの中で連携をしなが

ら、将来的には地域の人に支えていただきながらも自立してしっかり

と就労してもらうことを目指しております。 

今お話を聞いておりますと、学校種としてそれを高等特別支援学校

として独立させるか、本県のように分校という位置づけで運用をして

いるかと、そこの違いかなと理解したのですけれども、また改めてそ

こは勉強させていただきたいなと思います。 

 

川 口 委 員：  よく分かりました。 

 現状では、その分校が高等特別支援学校的な役割、機能を果たされ

ているというスタンスということ、よく分かりました。ありがとうご

ざいました。 

 

村 山 委 員 長：  ほかに何か、これに関わらず御意見ありましたらお願いします。 

 公私連携については、ほかにも書かれている方いらっしゃいますけ

ど、公私の連携について考える必要があるのかなというのがちょっと

よく分からない部分でもあるのですけれど。私も静岡県出身なので、

自分が中学生の頃の私立と今の私立はやっぱり全然意味合いが変わっ

てきているので、この先どんどん変わっていくことを考えると、例え

ば定員が３対２とか２対１とか、そういうことってあんまり決めても

しようがないというか、なるようにしかならないというような気がす

るので、ここは何のためにこの論が立っているんだろうというのが、

ちょっと自分にはよく分かりませんでした。 

 あと入学者選抜に関しては、書かれている方が少なかったですけ

ど、これについてはいかがでしょうか。 

 河合委員は、ここで書いてあるとおりだと言われればそのとおりで

すけど、少し説明いただけると。 

 

河 合 委 員：  透明性というのは非常に大事なことだと思いますが、透明性が分か
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りやすい最たるものがそのテストの評価なので、そういったものだけ

にどうしてもなりがちなのですけれども、あるいは何か学校で野球部

を非常に強化しているだとかという特定の部活動にのみ裁量枠が活用

されているというのもだんだん時代にそぐわなくなってきているかな

と思って、何となくもう少し個性の評価がうまい形でできればいい

し、それが静岡県の公立高校が先駆けてできるといいなということ

で、何か希望みたいなことを書いてしまいました。 

 

村 山 委 員 長：  そうですね。裁量枠は基本的には部活動で使っているというのは確

かに言われるとおりだと思いますが、一方で、だけど高校のそういう

特色がなくなってしまうのもちょっとつまらないというのもあるの

で、そこら辺がどうなのかなというのが、そういうふうな形の入り口

である程度偏りをつくっておかないと、高校がみんな割と何となく似

てしまって、それはそれでちょっとつまらないかなと。やっぱりスポ

ーツだったら強豪校みたいなやつがあったほうが楽しいと思うのです

けど。 

 ただ、それがみんなスポーツでいいのかというのは一つの論点だと

は思いますけど。 

 

寺 島 委 員：  よろしいでしょうか。 

 今度の裁量枠からは、探究活動に力を入れて、そこのところで中学

校までの探究活動の成果を評価してということが入ってきていますの

で、新しい動きが今始まってはきているのですが、本校を含めてやは

りサッカーとか野球とかというところがいろんな方からの強い御支援

とかもあるものですから、どうしてもそちらのほうが目立ってきてし

まっています。裁量枠の中が今少し動き始めて、今のニーズに合った

入試に変わりつつあるということだけは情報としてお伝えしておきま

す。 

 

村 山 委 員 長：  ありがとうございます。 

 引き続きで申し訳ありませんが、寺島委員のほうから選抜時期の適

切な時期の検討とか、客観式問題増加の必要性とか書かれていますけ

ど、御説明いただいていいですか。 

 

寺 島 委 員：  客観式の問題が静岡県の場合にはなかなか数を下していなくて、い

ろいろなものを書かせるという、ずうっと静岡県が取り組んできた高

校入試のスタイルというのがあります。ただ、採点をして合否を出す

側からいうと、非常に短期間で正確な採点をしなければいけないとい

うことで、かなりプレッシャーを感じているところです。 

 他県さんは、入試での採点ミスを回避するために全部客観式のマー

クシート型にしたというような話を聞いております。まさにこれ隣接
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の神奈川県とか愛知県がそのような形にしているというようなこと。 

 それから、今までの入試ですと採点基準は県教委のほうから示して

くださっているのですが、どうしても学校ごとのそれぞれの採点基準

というのがその上にオンされて、本校だとこのレベルは丸にはできな

い。部分点は与えられるんだけれどもということがあります。 

 ところが、例えば再募集ですとか、ほかの学校で入試結果を活用す

るということになりますと、学校ごとのその微妙な差というのが今度

は逆に大きな足かせになるものですから、客観型に移行すべきじゃな

いかというような議論が今されていること。それから再募集が、コロ

ナが終わったものですから、追加検査というようなことがもうなくな

ってほしいなあと思っていますけれども、時期がやはりすごく厳しい

ところがありますから、もうちょっと前倒しできないかなということ

を考えております。 

 先ほど御紹介しました静岡中央の通信制というのは、入試といいま

すか募集の時期が実は４月にずれ込んでやっております。中学校の先

生からすると、年度の中で最後の決着までつけたいということもある

と思いますので、全体をもうちょっと前にできていけば、そこもクリ

アできるのではないかなということもありますし、大学入試のスケジ

ュールと、そのままというのは高校としては非常に厳しくなるんです

けれども、今公立高校の入試を３月にやっておりますけれども、もう

少し前の段階でやれればいろんなスケジュールが少し自由度が上がる

のかなというところです。 

 

村 山 委 員 長：  ありがとうございます。 

 例えば、大学が入試を前倒しにしていくと、高校教育に結構面倒く

さい話も出てきますよね。その辺りのところが、今度高校を前倒しに

すると中学がというような形で、調整しないといけないような気がし

ます。でもそういう考えは今まであまり聞いたことがなかったので、

意見としていただいたのはありがたかったなと思います。 

 

寺 島 委 員：  中学校のほうは、とにかく前倒しをしてくれるな、中学３年間で全

ての力、学習指導要領での学びの内容の全てを入試に出してほしいと

いうことはおっしゃっているのですが、でも現実にはそれ無理なので

す。どうしても３月に入試をやるとしても、あと１か月分というのは

学習指導要領の内容の全てではなくて一部になってしまうのですが、

そうであるならば、もうちょっといろいろなところの調整をして、共

通テストがそうであるように、ここまでの学習領域で出題しますとい

うようなことがあってもいいのかなということは感じております。 

 

村 山 委 員 長：  あとは入試の問題は、基本的には誰の立場に考えるかで全然答えが

違ってしまうのですけど、一方で、今基本的には全国学力・学習状況
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調査もそうですけど、知識を単独では問わないということ、このこと

について知っていますか、知っていますというふうな知識の問い方は

しないという方針になっていて、具体的な活動の中で知識が使えるか

どうかと。それに使える知識を持っているかというふうな聞き方をす

るので、どうしてもこういう客観的な問題というのは、学習指導要領

の方向性とはちょっと違う部分はあります。ただ採点の効率性とか正

確性とかというそっちのほうを基準にすると、当然客観テストのほう

が確実なのは確実なので、この辺りのところも結局、静岡県の高校と

してどういう人を採りたいのかということと照らし合わせて考えざる

を得ないかなというふうには思います。 

 でも、なかなか入試自体のこの問題って、今まであんまりちゃんと

出ていなかったような気もするので、例えば県外とか地域外から、県

内留学みたいな形でちょっと人を集めようみたいな話というのは割と

議論で出ていましたが、入試問題をどうするみたいな話ってこういう

場ではなかなか出てくる機会がなかったように思いますので、ここで

この結論を出すとは思わないですけど、ちょっと考えてもらってもい

いかなとは思います。 

 

川 口 委 員：  今ちょっと委員長が言われたことに共感といいますか、ちょっとこ

の時期の問題とか、どういう出題をするかという技術的なそういう話

ではなくて、例えば私の今いる鳥取県なんて、ぶっちゃけた話、この

選抜機能はほとんどもう機能していないというか、つまり多くの学校

で定員割れで、ほとんど不合格者が出ないような学校のほうが多くな

ってしまって、結局もう少子化が行き着くところまで行き着くとそう

いうことになるのです。入試はやるけれども、実際に落ちる人が出な

い。それは選抜機能を果たしているのか、適格者主義をどういうふう

に捉えたらいいのかといったら、それこそ今日冒頭にちょっと申し上

げたように、でも入試があるから生徒はそれに向けて勉強はしてくれ

る。やっぱりそれに伴って力はつけてくれるので、落ちない、落とさ

ないにしても、入試に向けて勉強する。 

 だから、静岡県として高校教育、こういう勉強をしてきた中学生を

採りたいのだ、こういう生徒たちを受け入れたいのだというその高校

教育像とか、ちょっと高次元の話も一方で考えていかないと何かいけ

ない問題なのかなと。 

 この入学者選抜って、単なると言ったら失礼ですけど、技術論とか

出題の方法とかにとどまらない話なのかなというのをすごく今感じま

した。 

 

村 山 委 員 長：  ありがとうございます。 

 静岡県もいろいろ学校によって差がまだある状況ですけど、やっぱ

り再募集しなければいけない地区もいろいろあるので、ちょっと考え
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ないといけないなとは思います。 

 では、オブザーバーの方の発言も、時間も考えるとちょっとあまり

時間がないので、地域と教育基盤のほうにもちょっと話を広げていき

たいのですが、地域との連携については皆さん、どのようなお考えを

お持ちでしょう。 

 三輪委員、何か地域という前に企業がという形で出てきたりしてい

ますが、この辺りを説明してもらってよろしいですか。 

 

三 輪 委 員：  ここにはその企業ともう少し連携があればということで、ただここ

最近いろんな高校さんが、連携とまでは言わないですが、いろんな研

究というかＳＤＧｓについて、おたくの会社さんはどういうふうにや

られていますかとか、そうしたつながりというか、生徒さんが来たり

とか、そういうことはやってはいます。ただ企業側からすると、そこ

でもうちょっと将来的に、その子が大学に行ったら、うちに来てほし

いなとか、そういう下心ではありませんが来てほしいなというのはあ

ります。そういうのはありますが、もっと１日とか、大体１日来て、

帰って終わりみたいな感じですので、もっとより何かができればなと

思います。 

 商業高校の子たちとは結構いろいろコラボをして商品を作ったりし

ていますが、そうではない高校ともぜひつながって、だから普通科さ

んとは二、三年ぐらい前から電話があってというのは少しずつ始まっ

ています。ただ、もっと活発化するといいなとは思っております。 

 

村 山 委 員 長：  そうですね。探究学習にだんだん重点を置かれるようになってきた

ので、普通科からだと取材の対象みたいな形としては外に出てくると

思いますけど、あまり企業側から、そこから何か得るものというのは

あまりないですよね。そこのところが、もう少しうまい関係がつくれ

るといいなとは思いますが、多分公立高校のほうもその回し方がまだ

よく分からないという状態だと思いますので、そのところがうまく回

るような仕掛けができるといいかなとは思います。 

 

三 輪 委 員：  ただ浜松は企業がたくさんあり、１社だけにとは多分できないと思

うものですから、そこら辺は難しいと思います。でも本当は行きたい

のです。だから、実際は、浜松西高さんとかは結構一生懸命そういう

ことはやってはいて、後日、研究発表を学校でやっているところをオ

ンラインで見せてもらったことはありました。 

 

村 山 委 員 長：  昨年度かな、静岡大学のほうでも伊豆半島の高校と伊豆半島の高校

探究サミットみたいなのを開催しましたが、そこに来られている高校

さんは結構割と地域密着で、協働して何かやったものを発表されると

いう形で、ちょっと小規模化の結果でもあるのですけど、そういうふ
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うな形の取組をやっているところもあるので、それが少しずつ広がっ

てくれるといいなとは思っています。 

 

寺 島 委 員：  今、静岡大学さんはサポートの話があったのですが、私、賀茂地

区、松崎高校というところにおりまして、今静岡大学で組織改編にな

ってしまって地域創造学環という名前からさらにブラッシュアップし

て強い組織になったのですが、その創造学環の学生が入ってくださっ

て、地元の松崎の場合だと企業と呼べるほど大きなものはありません

が、会社さんとつながったり役場とつながったりというような、その

つなぎの役割を学生さんが果たしてくださいまして、本当にお世話に

なりました。 

 同じような取組を伊豆では稲取高校でやっています。それから文化

芸術大学さんが浜松の近くの佐久間地区ですとかいろいろなところで

やってくださっていまして、高校としては企業とつないでいく人手

が、小さな学校ですと教員が少ないものですから大学さんが入ってく

ださってそれをやってくださっているというのは非常にありがたいこ

とで、地元の静岡大学様、それから文化芸術大学様、さらには県立大

学さんもそういうことをやってくださっているものですから、それが

もっと広がっていってほしいなと思っております。 

 

村 山 委 員 長：  ありがとうございます。 

 我々も学生の教育のためにやっているので、ウィン・ウィンになっ

ていれば本当にありがたいなと思っています。やっぱり我々も実学的

な部分とちゃんと連携しながらというふうなことを考えているので、

同じようなことが高校でもやっていただけるとありがたいなと思いま

す。 

 あとは適正規模ですとか小規模校の在り方とか教員の在り方につい

て、何かありましたらどんどん発言をお願いします。 

 小規模校とか教員の在り方については、永田委員がＩＣＴの関係で

何か書かれていると思いますけど。 

 

永 田 副 委 員 長 ：  ありがとうございます。 

 川口委員がおっしゃっているように、教科「情報」の教員確保とい

うのは非常に重要だと思っています。３月末になると、どこの高校さ

んも教科「情報」の非常勤講師を探されていて非常に苦労されている

ということを伺っておりますので、その辺きっちりと示す必要がある

んではないかなと思っております。 

 細かくＩＣＴ活用の実態調査とか、こちらに書きましたけれども、

河合委員がおっしゃるように全体を通して実態調査がなされていない

ので、実際の現状と問題点が明確になっていないなということを全体

を通して感じています。今簡単にグーグルフォームで質問をつくれ
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て、それを配信すれば回答していただけるし、それを回収するのも簡

単ですから、そういったことを積極的にやる必要があるのかなと思っ

ております。 

 先日、私、中部の高等学校副校長・教頭会に伺って、そこにいらっ

しゃった先生方にはその場でグーグルフォームで各高校さんのＩＣＴ

活用の実態のアンケートを取らせてもらいました。そうすると、意外

とグーグルのクロームブックを使っているよりもｉＰａｄを使ってい

る方が多かったりとか、貸与をしているよりも購入させているところ

のほうが多くなってきたとか、あと中身として使っているものはどう

いうアプリなのかということが分かったので、そういった問題点や現

状を踏まえて話を膨らませることができました。 

 といったように、それぞれポイントを絞ってできるところ、実態調

査と県外調査ということをしていくことによって、ここでの議論がさ

らに活性化するのかなと感じました。 

 

村 山 委 員 長：  ありがとうございます。 

 そういう意味ではそうです。確かにデータに基づいて判断というの

は、我々は今できない状況ですが、調査をやろうとするとやっぱり働

き方改革の問題が必ず出てくるので、今おっしゃったみたいに集まっ

たところで聞くとかというのはすごいありがたいなと思いました。し

かも集計がすぐその場で出るので、そういうような形での調査だった

ら逆にありがたいなとは思います。 

 

永 田 副 委 員 長 ：  個人的にも、今回のそのアンケートは中部だけではなくて西部も東

部も気になるところがあるので、その問合せ先のデータさえ教えてい

ただければ、私個人的にも取ってみたいなと思っています。または既

にそういったことをされているのかなというのも気になっていたので

すけれども、現状として把握をされているのでしょうか。 

 事務局側として、各高校さんのそれぞれの実情というのは何か調査

されているのでしょうか。ＩＣＴ活用に限らず、何かそういった調査

というのは１年に１回されているでしょうか。 

 

事  務  局：  ＩＣＴの関係は、教育ＤＸ課という部署が去年からできまして、そ

ちらのほうで様々な取り仕切りをやっております。 

 ちょっと詳細についてはこちらで把握できていませんが、また確認

してみたいと思います。 

 

永 田 副 委 員 長 ：  もしそこでデータをお持ちでしたらば、ぜひこちらにも見せていた

だきたいです。 

 

寺 島 委 員：  学校からはよく泣き言を教育委員会に、どうにかしてくださいとお
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願いをしたり、それから永田先生には本校は昨年度末、４年度末に講

演をしていただいて、今度また８月末にも御講演をいただくのです

が、サポートをこういうふうに、本校はたまたま永田先生との御縁を

昨年のこの在り方のところでいただいたものですから、そういったこ

とができるようになりました。 

 それから、副校長・教頭会の中部もその御縁で永田先生にやってい

ただきまして、すぐテキストマイニングでデータを示すような方法な

ども御示唆もいただいたものですから、これを広げていくということ

がまずＩＣＴに関しての現状を捉えていただくことになっていくと思

いますし、それからさらにそこからその次にどうしていくのかという

ようなことの道筋が見えるのではないかなと思っております。 

 東海４県で情報交換会をやっていますが、その中ではやはり岐阜県

さんの対応が非常に優れているものがありまして、教育委員会主導で

全ての学校にタブレットを配備したとか、百問繚乱という自動採点シ

ステムを入れたり、それからオルフィスかな、印刷システムを入れて

非常に活用しやすいようなものを岐阜県さんがやっています。私たち

は教育委員会ほどのネットワークがなく、知っているところまでしか

今のところ情報が手に入らないですが、教育委員会は必ずネットワー

クを持っていらっしゃって全国の情報を持っていらっしゃると思いま

すので、またお助けいただければと思います。 

 

村 山 委 員 長：  ありがとうございます。 

 取りあえず、これらの関係で今発言されたい方がいらっしゃらなけ

れば、一旦、オブザーバーの方、議論お付き合いいただいたのでちょ

っと御意見いただきたいと思いますが、よろしいですか。 

 では、今日来ていただいているので、井ノ上さんからお願いしま

す。 

 

井ノ上オブザーバー：  今日はすばらしい御意見をいろいろ聞かせていただけて、ありがと

うございます。 

 本当に幾つか、そうそうと思うことがいっぱい出てきました。 

 まず寺島先生がおっしゃった通信制の生徒の学び、その意欲が非常

に高いというところは、私たちＮＰＯの活動をしていて、最近は特に

広域性の通信制の生徒さんたちが私たちの活動に入ってきてボランタ

リーに動いてくださったことをきっかけに、こちらが授業のほうに入

ったりという非常に濃密な交流が始まっています。それが他団体にも

実は広がっているという情報が入りました。 

 おっしゃるとおり、広域性が非常にそのように丁寧な指導をされて

いるところと、本当に生徒を集めるだけで、差が非常に大きい。で

も、その情報を当事者の保護者の方々、お子さんとか、それからそも

そも中学校の先生たちがその変化に追いついていないものですから、
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サポート校とそうした学校との違いも分からない。 

 経済的に困窮した子供たちにも私たちは近いものですから、後から

学費等とかいろんな経済的な関係でびっくりしているというような話

も入ってくるので、皆さん、手をつなぐ育成会とか不登校のお子さん

たちの相談会を開いているＮＰＯがあるのですね。そこに結構そうい

う相談が来ています。だけど、その方々もデータがないものですか

ら、乗るもののあまり正確な話ができないということで、情報不足に

陥っています。 

 先ほど調査が必要ですよねと。ＩＣＴももちろんそうですし、それ

から教育調査でしたか、学校調査でしたか、年に１回やりますよね。

あれを見ていると、静岡県は私立と公立の通信校が１校ずつで、その

数字しかなくて、ほかは本部が他県なので、そのデータがそもそもあ

そこに表われてこない。でも、どうも見てみると、そこが物すごい上

昇しているだろうということが察知できる。それにしてはきちんとし

た情報がどこにも見つからないというのに私たちＮＰＯは実は悩んで

いるし、当事者のお母さんたち、子供たちも非常に困っている実態が

ありました。 

 なので、やっぱり調査ですね。それがとても必要だし、出てきた調

査結果の共有化をどうするかということですね。実は先ほど、情報の

ｉＰａｄのほうが多かったとかいうお話がありましたけど、私たちは

障害のある人のＩＣＴ支援というのをもう四半世紀ぐらいやっていま

して、その頃からもうｉＰａｄを使ったいろいろなアプリとかその環

境ですね。ＵＤな環境というのはずうっと勉強してきているわけで

す。で最近そういう導入が始まったんですけど、やっぱりそうではな

い端末を使われて、私たちが言ってもそこの差は分からない。でも、

現実の現場の障害のあるお子さんたちは実はｉＰａｄで非常にたくさ

んの歴史のあるＵＤなアプリを使って勉強を進めているけど、そこに

突然違うものが出てきたという混乱等の話も実はあまり理解されなか

った。 

 ということは、そういう調査があって、その結果ですね。それをど

ういうふうに共有するかということについても大きな影響があるので

はないかということを感じながら今日はお話を伺いました。 

 ほかにもちょっといろいろあるんですけれども、お時間を使ってし

まうので、また文書でお話しさせていただければと思います。ありが

とうございます。 

 

村 山 委 員 長：  ありがとうございました。 

 あとオンラインで参加されているのは、どなたでしたっけ。 

 

事  務  局：  さっき出られました。 
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村 山 委 員 長：  ああ、そうですか。ではよろしいですね。 

 高校についてはいろんな方が周りでサポートしてくださっているの

で、そういうところとの連携というのもやっぱり地域というのとまた

ちょっと違う問題として考えていかなければいけないのかなと思いま

す。 

 あとは、ＮＴＴさんから特になければ、皆さんに一通り御意見をい

ただいて閉めたいと思います。 

 では、オブザーバーのＮＴＴ西日本の方、ぜひ御発言をお願いいた

します。 

 

田中オブザーバー：  お世話になります。ＮＴＴ西日本静岡支店のビジネス営業部に所属

しております田中と申します。 

 今回から参加させていただくということなので、自己紹介のほうか

らさせていただければなと思いますので、よろしいでしょうか。 

 私個人としましては平成10年にＮＴＴに入社して以来、20年以上、

ＩＣＴソリューションの提案とか設計、構築を担当しておりまして、

十分な経験を積んできております。 

 また、プライベートな話にはなりますけれども、小６と今高１の娘

がおりまして、まさに昨年度は高校受験に向けての受験勉強をしっか

りやっているところを見ました。特に、秀英予備校のオンラインだっ

たり集団授業だったりといったところですね。ハイブリットな授業と

いうところも身近に見ましたし、小６の娘についてはクロームブック

を持ち帰ってきて、グーグルのクラスルームを使い込んでやっている

というところもあったので、身近にＩＣＴ機器の利活用が進んでいる

なというところを感じている次第でございます。 

 ＮＴＴ西日本の静岡支店としましては、静岡県の県立高校130校を

接続する教育総合ネットワークを過去10年近く運営保守のほうをさせ

ていただいておりますので、県立高校のＩＣＴの機器の状況なんかは

十分に把握させていただいていると思っております。 

 また、ＮＴＴグループ全体としましても、各支店において各県の教

育委員会様とがっつり組ませていただいて、ＩＣＴソリューションの

御提案とか設計、構築のほうもやらせていただいている事例というの

は多数ありますので、こういった総合力を生かして、先ほど前半にも

お話ありましたけれども、他県の情報とかが必要であれば総合力を生

かしまして情報収集のほうで御協力させていただけるかなと思ってお

ります。 

 なかなか教育論を語るというところではいけませんが、またお力に

なれるかどうか分かりませんが、ＩＣＴ関連ではこれからもちゃんと

サポートさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。以上です。 
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村 山 委 員 長：  ありがとうございます。 

 情報等々の関係でそちらにお願いすることもあるかと思います。会

議よりも、この会議と会議の間のところで事務局のほうからいろいろ

とお願いすることがあるかと思いますけど、御協力よろしくお願いい

たします。 

 

田中オブザーバー：  お願いします。 

 

村 山 委 員 長：  ということで、皆様からの御意見いただきましたけれど、取りあえ

ず最後に一巡という、あまり好きではないやり方をさせてもらってよ

ろしいですかね。 

 川口委員から順番に御意見、最後にまとめで言っていただくのと、

次回のためにこんな話をちゃんと調べておいてほしいとかというのが

あれば言っていただけると、やってくれるかなと思うのですけど。 

 

川 口 委 員：  今日、ありがとうございました。 

 いろんな御意見も伺って、まだ私の中で整理はできていませんけれ

ども、今企業の方もいろいろ何か情報をお持ちだということなので、

ぜひ私たちもそういうのを眺めつつ現状を知っていきたいなと思った

ところです。そこですみませんが、結局次回はどういう議論をするの

かというちょっとイメージが持てないものですから、何か欲しいとい

うことがちょっと言えないので、第２回は課長より御説明いただきま

した別紙の太枠について協議するということですけど、実際、今日も

学科についてはさらっと触れて、それぞれの意見表明はしたわけです

が、第２回のイメージを教えていただきたいです。 

 

村 山 委 員 長：  後でちょっと確認しますが、私のイメージですと、２回目の後にパ

ブリックコメントをやるので、２回目の時点でたたき台が出てきて、

それについて議論して、それを受けてこれでパブコメを取っていいで

すかという話がメール等で来ると、そういうイメージなので、だから

次回は多分パブリックコメントをもらうための基本計画のたたき台が

出てきて、それの特にここの共通部分について丁寧に議論すると、そ

ういうイメージなのですが、いかがでしょうか。 

 

事  務  局：  それでいいです。 

 

村 山 委 員 長：  多分そういうふうな形になると思います。 

 

川 口 委 員：  もうたたき台が、第２回までの間に。 

 

村 山 委 員 長：  そうですね。全３回なので、多分そうせざるを得ないのではないか
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と思います。 

 

川 口 委 員：  そのたたき台というのは、これ全部、この①生徒から②③全てのた

たき台。 

 

村 山 委 員 長：  ですよね、はい。 

 

事  務  局：  ある程度のものはそこでお示しさせていただいて、今日いただいた

御議論も踏まえて、いろいろ様々な情報が足りないというお話もいた

だいていますので、それを含めて提示させていただいて御議論いただ

くと。 

 第２回で全てまとまるとは思っておりませんので、第２回で提示さ

せていただいたものを踏まえて、またパブコメの間までにメールでと

かオンライン等で議論させていただきながら、パブコメに向けてまと

めていくというような形で今のところは考えているところです。 

 

川 口 委 員：  じゃあそのたたき台について、事前にまた意見を聴取されるという

ことですか。 

 

事  務  局：  一応、今回と同じやり方でやるとすれば今回のような意見聴取票の

形でいただくような形を今のところ考えているところですけど、また

そこは委員長と相談しながら、あまりにも性急過ぎるということもあ

るかと思いますので、そこは調整させていただければと思います。 

 

川 口 委 員：  特に学科の話になると、今日はあまり、ちょっと実は時間かけられ

なかったかと思うのですけど、普通科にしても専門学科にしても総合

学科にしても、かなりこれいろんなことを知っていないとコメントを

私たちもできませんし、ただ依存していてもいけませんので自分なり

にいろいろ調べたりしないといけないなと思っているところなので、

よかったです。第２回のイメージがよく湧きました。ありがとうござ

いました。 

 

事  務  局：  次回、学科については、特に今本当に大きなイメージだけで議論い

ただきました。特に学科については、学科はどういうものかという資

料をお示しした上でないと次、議論入れないと思っていますので、こ

れは第２回についてはこの学科についての詳しい資料ですとか、そう

いったものについて添付させていただいた上の議論になろうかと思い

ますけれども、その他様々な御要望をいただいていますので、そうい

ったものも第２回までに整理してお示しできればと思っております。 

 

河 合 委 員：  企業としては、今まさにグローバル競争時代にグローバルで戦える
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人材をどういうふうにつくっていくのかというのが結構ポイントにな

っていて、そのためにいろいろな活動をしています。なので、この静

岡県の子供たちをどういうふうに育成していくのか。それは静岡に単

に戻ってきてもらうために、他県との競争でいいのか、それともその

先をもっと見据えて、グローバルに競争力がある人材をつくって、そ

れが日本のいろいろな意味での国力をきちんと維持していくための人

材というところまで見据えて考えるかによって少し違うわけですけれ

ども、前回までの議論ですと、静岡にまた戻ってきてもらって、静岡

で活躍できる人をつくろうねということが前回のまとめだったように

思いますので、そこのところだとすると、途中にも言いましたように

他県の取組をもう少し教えていただきながら、他県に負けない静岡の

魅力をきちんと打ち出す、そういったところを次回やりたいな思いま

すので、そこに向けたいろいろな情報をいただきたいと思います。 

 

寺 島 委 員：  ありがとうございます。 

 いろんなことを申し上げたのですけれども、今日いろんなお話をし

ている中で、私の頭の中も多少整理されました。次回に向けて、もう

ちょっと情報をこちらも集めて、また皆様にも提供できればと思って

います。ありがとうございました。 

 

三 輪 委 員：  一保護者として、これからの高校生がやっぱり自分で食っていく力

というんですかね、生きていく力というたくましさを、何か最近見て

いるとみんな何となく無欲で、最新のスマホがあれば後は何も要らな

くて、彼女も要らないとか彼氏も要らないとか、何かそんな今ずうっ

とうちの高卒の子とかとしゃべっていると特に男の子がそんな感じの

タイプが多いなあとちょっと感じているものですから、ただやっぱり

それですとこの少子化も歯止めが掛かりませんので、とにかく生きる

力というのですかね。そういう子を育つような高校になってほしいな

と思っております。以上です。 

 

永 田 副 委 員 長 ：  私からは、先ほどのＩＣＴ活用の実態調査の結果を次回までにぜひ

御提示いただきたいなと思っております。 

 具体的には、各高校さんで使っているデバイスと、それから貸与し

ているか購入しているか、そして使用しているアプリ、最後に困って

いること。各高校さん、困っていることたくさんありまして、貸与す

るための機器が各高校さんばらばらで、ある高校さんに280台あった

りとか、ある高校さんは10台しかないとか、いろいろあるそうなの

で、そういったところも実態調査した結果が提示していただけると、

こちらも経験や勘による議論ではなくてデータに基づいたＤＸ化した

議論ができると思いますので、そのような方向に行けたらなと思って

おります。 
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村 山 委 員 長：  皆さん、どうもありがとうございました。 

 先ほどスケジュールの確認がありましたけれど、かなりタイトとい

う言い方も変で、会議自体が３回しかない中でパブリックコメントを

取ってというふうな形になっているので、どうしてもここでばっと意

見いただいたものを事務局でまとめていただいて、それを出してもら

って、またそこに会議じゃない場でコメントして会議に向かうという

形で、会議ではないところでの作業がすごく増えてしまって申し訳な

いと思いますが、それを踏まえて次の会議をよりよいものにしていき

たいと思いますので、御協力よろしくお願いいたします。 

 事務局のほうも、私のほうで勝手に宿題を増やして申し訳なかった

ですけれども、それでは議論はこれで終わりたいと思いますので、事

務局に司会をお返しします。 

 

桑 原 室 長：  皆様、熱心な御議論ありがとうございました。 

 第２回策定委員会の開催は９月20日水曜日の午前10時からです。詳

細は改めて事務局のほうから御連絡いたしますので、よろしくお願い

します。 

 それでは、以上で第１回県立高等学校の在り方に関する基本計画策

定委員会を閉会いたします。どうもありがとうございました。 

 

 


